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二本松市としての方針は？ 

二本松市教育委員会 学校教育課（0243-55-5152）生涯学習課（0243-62-7067） 

二本松市の 
二本松市教育委員会 

国の方針により、公立中学校における休日部活動の地域連携※・地域移行を進めています。

本市においても、大会やコンクール等の出場の有無にかかわらず、子どもたちが自分の興味関

心のもとに身近でスポーツや文化芸術活動に親しむ機会を将来にわたって確保していくため、

休日部活動を徐々に地域の諸団体での活動として実施するようになります。 
 

※地域連携とは「部活動指導員」を配置し、中学校の教員に代わって部活動の指導を行うことができる仕組のこと。 

【部活動の地域移行の概要】 

国では、様々なスポーツや文化芸術活動を通し
て、生徒の望ましい成長を保障できるように、部
活動改革として部活動の地域移行を進めていま
す。その地域移行は、令和５年度から令和７年度
の３年間を「改革推進期間」と位置付け、まず
は、休日の部活動を、地域の実態に応じて、学校
外の様々な地域団体が主体となって活動を行う仕
組みを整えることとしています。 

【部活動改革の背景】 

全国的に生徒数が減少しています。それによ
り、中学校の部活動数も減少し、進学する中学
校にやりたい部活動がなかったり、部員数も減
少してチームが組めなかったりするなどの課題
があります。また、専門的な指導を行うことが
困難である教員が多くいます。さらに、教員の
負担が増加している課題があります。本市おい
ても、同様の課題があります。 

地域移行によって、どのように変わるの？ 

二本松市では、「部活動適正化検討委員会」を設置し、休日部活動の地域連携や地域移行をどのように進

めていったらよいかを協議しています。その検討委員会では、第一に生徒目線での部活動改革を進めること

が重要であるとし、「『地域の子どもは学校を含めた地域で育てる』ための活動の展開」「『持続可能な
活動』のための運営体制の整備」「『子どもの活動機会の確保』に向けた環境整備」という方針を定
めました。生徒がやりたい活動を行うことができる環境を整えることで、生徒が自分らしさを発揮
しながらスポーツや文化芸術活動に親しむことができるようにします。 

【平日の部活動及びこれまでの休日の部活動】 

○指 導 者：学校の教員（顧問） 

      部活動指導員 外部指導者 

○活動場所：在籍する学校の施設 

      （他、学校が指定する体育・文化施設等） 

○活動時間：学校が設定する時間 

○対  象：在籍する学校の生徒 

○経  費：無料（用具等は各自準備） 

○保  険：日本スポーツ振興センター 

【市が目指す地域移行での休日の活動】 

○指 導 者：受け入れが可能な地域団体の指導者 
      （学校の先生の場合もあります） 
○活動場所：地域団体が指定する場所 

（学校を含む市の体育・文化施設等） 
○活動時間：地域団体が設定する時間 
○対  象：原則、受け入れが可能な団体種目の部活

動に所属する生徒や地域移行する種目の
部活動がない他の学校に所属する生徒 

○経  費：原則、受益者負担 
（報償費や保険等） 

○保  険：福島県 PTA安全互助会の適用可 
      その他地域団体が加入する保険（任意） 

※今後、国の動向を注視し検

討する。 



 

 

 

 

 

 

  令和 7年度は、まずは、「剣道」の種目で、地域移行を開始します。【5月開始】 

具体的には、下記のとおりです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

令和 7年度の地域移行 種目 ： 剣道 

二本松一中剣道部 二本松三中剣道部 安達中剣道部 

【平日は部活動として学校で活動】※運営主体は、学校【主として部活動顧問が指導】 

 ○指導者：教職員 ○活動場所：各学校 ○保険：日本スポーツ振興センター 

【休日は地域での活動として、地域で活動】 
※運営主体は、福島県剣道連盟「二本松支部」【学校の部活動顧問なし】 

 

○参加者・・・・・○原則、一中、三中、安達中の剣道部に所属する生徒 

         ○所属する学校に剣道部がなく、剣道の活動がしたい生徒 

○指導者・・・・・福島県剣道連盟「二本松支部」に所属する指導者 

○活動場所・・・・福島県剣道連盟「二本松支部」が指定する場所（当面の間は各学校） 

○活動日・時間・・土・日のどちらか１日で、福島県剣道連盟「二本松支部」が指定する時間 

○保険等・・・・・学校で加入してる「福島県 PTA安全互助会」が適用されます。他にも、福島

県剣道連盟「二本松支部」が加入する保険（加入は任意）があります。 

○経費等・・・・・受益者負担。他，上記の福島県剣道連盟「二本松支部」が加入する保険に任

意で加入する場合は、保険料がかかります。 

○準備物・・・・・各自練習に必要な用具 

○移動手段・・・・徒歩、自転車（通学する学校で活動を行う場合で、自転車通学を許可されて

いる生徒）又は保護者の方の送迎  

         ※一中、三中、安達中以外の生徒は保護者の責任において行います。 

今後の二本松市の取組 

二本松市では、今後、休日部活動について、地域移行が可能な競技

を拡大していく予定です。生徒が自分らしく活動できる体制整備を目

指します。 

平
日
の
部
活
動 

休
日
の
活
動 

 

運営主体：福島県剣道連盟「二本松支部」 

①二本松剣友会 

（主に二本松地区で活動） 

②杉田剣心会 

（主に杉田地区に活動） 

③安達剣誠会 

（主に安達地区で活動） 


